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―８―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

条 例

広島市長　　松　井　一　實



第１１０６号　―９―令和４年８月１日 広 島 市 報



―１０―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―１１―令和４年８月１日 広 島 市 報



―１２―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―１３―令和４年８月１日 広 島 市 報



―１４―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―１５―令和４年８月１日 広 島 市 報



―１６―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―１７―令和４年８月１日 広 島 市 報



―１８―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―１９―令和４年８月１日 広 島 市 報



―２０―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―２１―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―２２―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―２３―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―２４―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



第１１０６号　―２５―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實
広島市長　　松　井　一　實



―２６―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―２７―令和４年８月１日 広 島 市 報



―２８―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實



第１１０６号　―２９―令和４年８月１日 広 島 市 報



―３０―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―３１―令和４年８月１日 広 島 市 報



―３２―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

規 則



第１１０６号　―３３―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―３４―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



第１１０６号　―３５―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―３６―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報



第１１０６号　―３７―令和４年８月１日 広 島 市 報

告 示

広島市告示第３１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規定により、告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

　　名称　ＰａｙＰａｙ株式会社

　　　事務所の所在地　東京都千代田区紀尾井町１番３号

　　名称　ＬＩＮＥ　Ｐａｙ株式会社

　　　事務所の所在地　東京都品川区西品川１－１－１

　　　　　　　　　　　住友不動産大崎ガーデンタワー２２階

２　指定納付受託者に納付させる歳入の種類

　　国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延

滞金

　　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金

　　介護保険料及びこれに係る延滞金

　　保育料及びこれに係る延滞金

　　保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金

　　市営住宅使用料

　　市営店舗使用料

　　市営住宅附設駐車場使用料

　　学校給食費及びこれに係る遅延損害金

３　指定納付受託者の指定をした日

　　令和４年６月１日



広島市告示第３１５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
広島海技学院

訪問看護リハ
ステーション
なぎさ

広島市南区元
宇品町４１番
１８号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社カル
ムケア

カルム訪問看
護ステーショ
ン佐伯

広島市佐伯区
城山一丁目１
７番８号水田
ビル３０３号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

シューペルブ
リアン株式会
社

ショートステ
イ輝きみどり
いの家

広島市安佐南
区緑井六丁目
５番１６号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介

護

株式会社ミク
セルヘルスケ
ア

広島介護用品
広島市西区天
満町１８番８
号２階

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

株式会社ミク
セルヘルスケ
ア

広島介護用品
広島市西区天
満町１８番８
号２階

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売



広島市告示第３１６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
い で し た 内
科・神経内科
クリニック

いでした定期
巡回サービス

広島市安佐北
区口田三丁目
３０番１３号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

医療法人社団
い で し た 内
科・神経内科
クリニック

いでした夜間
訪問介護サー
ビス

広島市安佐北
区口田三丁目
３０番１３号

夜間対応型訪問
介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＳＡ
ＴＳＵＫＩ

ケアプランセ
ンターさつき

広島市南区大
州三丁目４番
２ ２ 号 第 ６
ガーデンビル
２０２号

居宅介護支援

医療法人社団
長寿会

はたのリハビ
リふるさと居
宅介護支援事
業所

広島市安芸区
中野七丁目２
１番１８号

居宅介護支援



―３８―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年６月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３１９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３２０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３２１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　代表取締役社長　辻上　広志

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ハー
トアンサンブ
ル

デイサービス
梅の里

広島市安佐南
区中筋二丁目
１７番５６号

１日型デイサー
ビス

　　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　　代表取締役社長　岡村　清治

　　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　　代表取締役社長　林　拓二

　　　東京都豊島区南池袋一丁目１８番２１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名　略

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　令和４年５月８日

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　令和４年５月８日

５　届出年月日

　　令和４年５月３１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年６月２日から同年１０月２日まで。ただし、広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１０月２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３２２号　



第１１０６号　―３９―令和４年８月１日 広 島 市 報

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１１９条第２

項及び第１２１条の規定に基づき、選挙にかかる個人演説会等の

開催のために必要な設備の程度を別表１、個人演説会等の施設

（設備を含む。）の使用のために候補者等が納付すべき費用額を

別表２のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實　

別表１及び別表２　略



広島市告示第３２３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３２４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

斎内科
広島市中区立町
４－２１

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

小川内科
広島市中区江波
西二丁目３３－
２０

令和４年４月
２６日

令和１０年４
月２５日

まえだ内科
広島市南区二
丁目２５－２０

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

なのはな整形
外科クリニッ
ク

広島市南区青崎
一丁目２－１４
ＹＭＦＧオール
ヘルスケアタウ
ン４Ｆ

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

江盛歯科医院
広島市西区庚午
南二丁目３５－
２０

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

医療法人奏会
　マキツボ整
形外科・モモ
デンタルクリ
ニック

広島市安佐南区
緑井二丁目１７
－５

令和４年５月
２日

令和１０年５
月１日

地方独立行政
法人広島市立
病院機構　広
島市立北部医
療センター安
佐 市 民 病 院
（医科）

広島市安佐北区
亀山南一丁目２
－１

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

地方独立行政
法人広島市立
病院機構　広
島市立北部医
療センター安
佐 市 民 病 院
（歯科）

広島市安佐北区
亀山南一丁目２
－１

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

ウォンツ薬局
　安佐市民病
院店

広島市安佐北区
亀山南一丁目２
－１

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

ココカラファ
イン薬局　安
佐市民病院店

広島市安佐北区
亀山南一丁目２
～１

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日



広島市告示第３２５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３２６号　

令和４年６月１０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条

第３項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ハローズ観音新町店

　　所在地　広島市西区観音新町三丁目６０番１

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社

　　　代表取締役　森　克明

　　　東京都港区芝五丁目３４番６号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　株式会社ハローズ

　　　代表取締役　佐藤　利行

　　　広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和５年２月９日
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５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　２，０９０平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　駐車場の収容台数

　　　６９台

　　駐輪場の収容台数

　　　６０台

　　荷さばき施設の面積

　　　７３平方メートル

　　廃棄物等の保管施設の容量

　　　１９．３立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

　　ア　開店時刻：午前０時

　　イ　閉店時刻：午後１２時

　　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前０時００分から午後１２時００分まで

　　駐車場の自動車の出入口の数

　　　３か所

　　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　ア　午前６時から午後１０時まで

　　イ　午後１０時から午前９時まで

８　届出年月日

　　令和４年６月８日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年６月１０日から同年１０月１０日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年１０月１０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３２７号　

令和４年６月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３２８号　

令和４年６月１３日　

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

　　広島市白木地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

３　変更の期日

　　令和４年７月１日



広島市告示第３２９号　

令和４年６月１４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３３０号　

令和４年６月１４日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

変更事項
変更内容

変更前 変更後

地域包括支援セ
ンターの所在地

広島市安佐北区白木
町井原１２４４

広島市安佐北区白木
町大字小越２１８番
２
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号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３３１号　

令和４年６月１４日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和４年６月１４日

別紙　略



広島市告示第３３２号　

令和４年６月１５日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとお

り委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員

　　企画総務局東京事務所

　　次長　前野　禎文

２　委任させた事務

　　刊行物の売払代金の収納（東京事務所において扱うものに限

る。）

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第３３３号　

令和４年６月１６日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場

　　広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車

場

２　休止する期間

　　令和４年８月５日（金）午後７時から同月６日（土）午前９

時３０分まで

３　休止する理由

　　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５条第１項の規

定に基づき、広島中央警察署長が同法第４条第１項の規定によ

る交通規制を行うため。



広島市告示第３３４号　

令和４年６月１７日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

　なお、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画

課、中区役所建設部建築課及び西区役所建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　中区役所建設部建築課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　西区役所建設部建築課



広島市告示第３３５号　

令和４年６月１７日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

名称 位置及び区域

平和大通り地区
地区計画（変更）

広島市中区の東平塚町、鶴見
町、宝町、田中町、三川町、富
士見町、中町、小町、大手町二
丁目、大手町三丁目、中島町、
土橋町、河原町、小網町及び舟
入町の各一部
広島市西区の観音町、東観音
町、西観音町、都町、福島町一
丁目及び福島町二丁目の各一部
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　なお、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画

課、中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　中区役所建設部建築課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　南区役所建設部建築課



広島市告示第３３６号　

令和４年６月１７日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示します。

　なお、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画

課、中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

名称 位置及び区域

リバーフロント地区
地区計画（変更）

広島市中区の上幟町、橋本町、
銀山町、西平塚町及び東平塚町
の各一部
広島市南区の京橋町、稲荷町、
比治山町、比治山本町、松川
町、的場町一丁目、的場町二丁
目、段原四丁目、大須賀町、松
原町、猿猴橋町、西荒神町、西
蟹屋一丁目及び西蟹屋四丁目の
各一部

名称 位置及び区域

広島市中区の上幟町、幟町、橋
本町、鉄砲町、上八丁堀、八丁
堀、基町、紙屋町一丁目、紙屋
町二丁目、本通、立町、堀川
町、銀山町、胡町、新天地、三
川町、袋町、中町、小町、竹屋
町、昭和町、宝町、富士見町、
東平塚町、西平塚町、国泰寺町

都心幹線道路沿道地区
地区計画（変更）

一丁目、国泰寺町二丁目、大手
町一丁目、大手町二丁目、大手
町三丁目、大手町四丁目、大手
町五丁目、加古町、住吉町、本
川町一丁目、本川町二丁目、本
川町三丁目、十日市町一丁目、
十日市町二丁目、寺町、広瀬北
町、広瀬町、西十日市町、榎
町、猫屋町、堺町一丁目、堺町
二丁目、土橋町、小網町、河原
町、舟入町、舟入中町及び舟入
本町の各一部
広島市南区の松川町、稲荷町、
金屋町、的場町一丁目及び京橋
町の各一部

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　中区役所建設部建築課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　南区役所建設部建築課



広島市告示第３３７号　

令和４年６月１７日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第２項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第３３８号　

令和４年６月１７日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安芸区中野東三丁目の６１３６番１の一部、６１３６

番２の一部、６１３８番１、６１３８番２の一部、６１６０番

２の一部、６１６２番２の一部及び６１５５番の一部並びに中

野東町字宮ケ迫６１３９番の一部、６１４０番、６１４１番及

び６１４１番２

２　開発面積

　　２，７２３．２５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区大州一丁目１番１８号

名称 所在地
取り消した
適応災害

高南集会所
広島市安佐北区白木町
秋山２３９１－４

土砂災害、洪水、
高潮
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　　有限会社白木商事

　　代表取締役　中村　克己

４　検査済証交付年月日

　　令和４年６月１７日



広島市告示第３３９号　

令和４年６月１７日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、令和４年６月１７日から同年７月１日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３４０号　

令和４年６月１７日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和４年６月１７日から同年７月１日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

整理
番号

路線名
起点

終点

17552
佐伯１区５
１１号線

佐伯区石内北三丁目１４２１番地８地
先

佐伯区石内北三丁目１３９２番地１地
先

整理
番号

路線名
起点

終点

17553
東１区５５
１号線

東区馬木七丁目５９８番地３８地先

東区馬木七丁目２３５６番地４１地先

17554
東１区５５
２号線

東区馬木七丁目５９８番地５１地先

東区馬木七丁目２３５６番地１６地先

17555
東１区５５
３号線

東区馬木七丁目２３４４番地２地先

東区馬木七丁目５９８番地７７地先

17556
南４区８７
４号線

南区仁保三丁目６６０番地１６６地先

南区仁保三丁目６６０番地１７６地先

17557
安佐南１区
５２５号線

安佐南区八木九丁目３５８７番地９地
先

安佐南区八木九丁目３５８７番地８地
先

17558
安佐南４区
８５３号線

安佐南区沼田町大字阿戸字下中村３１
９５番地２地先

安佐南区沼田町大字阿戸字下中村３１
９９番地地先

17559
安佐北２区
１１３１号
線

安佐北区深川六丁目１４３７番地１地
先

安佐北区深川六丁目１４４１番地３地
先

17560
安佐北２区
１１３２号
線

安佐北区落合南七丁目１５３７番地６
地先

安佐北区落合南七丁目１５５５番地３
地先

17561
安佐北２区
１１３３号
線

安佐北区落合南七丁目１５５５番地６
地先

安佐北区落合南七丁目１５５５番地８
地先

17562
安佐北３区
１００１号
線

安佐北区亀山二丁目５２７番地２４地
先

安佐北区亀山二丁目５２７番地１５地
先

17563
安佐北３区
１００２号
線

安佐北区亀山三丁目１２３５番地１地
先

安佐北区亀山三丁目１２４２番地７地
先

17564
安芸１区６
８７号線

安芸区瀬野三丁目１０８３番地６地先

安芸区瀬野三丁目１０８１番地１６地
先

17565
佐伯１区５
１１号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地２０
２地先

佐伯区石内北三丁目１３９２番地９地
先

17566
佐伯１区５
３７号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地１５
２地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地２７
地先

17567
佐伯１区５
３８号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地１４
６地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地１４
６地先

17568
佐伯１区５
３９号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地１２
２地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地１０
７地先

17569
佐伯１区５
４０号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地９１
地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地７６
地先

17570
佐伯１区５
４１号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地６０
地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地４５
地先

17571
佐伯１区５
４２号線

佐伯区石内北二丁目５００６番地１５
１地先

佐伯区石内北二丁目５００６番地１５
１地先

17572
佐伯１区５
４３号線

佐伯区石内北二丁目５００５番地１８
地先

佐伯区石内北二丁目５００５番地１８
地先

17573
佐伯１区５
４４号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地５６
地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１０
８地先
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17574
佐伯１区５
４５号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地２０
２地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１９
０地先

17575
佐伯１区５
４６号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１７
８地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１４
２地先

17576
佐伯１区５
４７号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地２１
０地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地３５
地先

17577
佐伯１区５
４８号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１９
８地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地２９
地先

17578
佐伯１区５
４９号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１５
９地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地９８
地先

17579
佐伯１区５
５０号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１４
１地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地１３
３地先

17580
佐伯１区５
５１号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地７６
地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地７０
地先

17581
佐伯１区５
５２号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地８５
地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地８２
地先

17582
佐伯１区５
５３号線

佐伯区石内北三丁目５０１０番地４５
地先

佐伯区石内北三丁目５０１０番地４５
地先



広島市告示第３４１号　

令和４年６月１７日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１７日から同年７月１日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区５５
１号線

6.00
～　

12.90

メートル メートル
181.20

市　道
東１区５５
２号線

6.00
～　

13.06

メートル メートル
99.00

市　道
東１区５５
３号線

6.00
～　

13.42

メートル メートル
92.30

市　道
南４区８７
４号線

4.21
～　

10.50

メートル メートル
104.69

市　道
安佐南１区
５２５号線

5.00
～　

10.80

メートル メートル
37.90

市　道
安佐南４区
８５３号線

4.40
～　
6.92

メートル メートル
97.69

市　道
安佐北２区
１１３１号
線

4.20
～　
8.60

メートル メートル
74.40

市　道
安佐北２区
１１３２号
線

6.00
～　

12.60

メートル メートル
67.20

市　道
安佐北２区
１１３３号
線

6.00
～　
9.60

メートル メートル
26.00

市　道
安佐北３区
１００１号
線

5.00
～　

12.70

メートル メートル
86.80

市　道
安佐北３区
１００２号
線

6.00
～　

10.00

メートル メートル
53.00

市　道
安芸１区６
８７号線

6.00
～　

11.00

メートル メートル
134.90

市　道
佐伯１区５
１１号線

12.00
～　

20.49

メートル メートル
328.45

市　道
佐伯１区５
３７号線

6.00
～　

52.69

メートル メートル
685.28

市　道
佐伯１区５
３８号線

6.00
～　

13.09

メートル メートル
30.00

市　道
佐伯１区５
３９号線

6.01
～　

13.27

メートル メートル
188.62

市　道
佐伯１区５
４０号線

6.01
～　

13.28

メートル メートル
194.58

市　道
佐伯１区５
４１号線

6.01
～　

13.33

メートル メートル
200.36

市　道
佐伯１区５
４２号線

4.00
～　
4.01

メートル メートル
28.27

市　道
佐伯１区５
４３号線

22.54
～　

26.07

メートル メートル
40.80

市　道
佐伯１区５
４４号線

6.01
～　

13.40

メートル メートル
63.13

市　道
佐伯１区５
４５号線

9.00
～　

17.25

メートル メートル
49.16

市　道
佐伯１区５
４６号線

6.00
～　

11.44

メートル メートル
67.39



第１１０６号　―４５―令和４年８月１日 広 島 市 報

市　道
佐伯１区５
４７号線

6.00
～　

110.88

メートル メートル
482.37

市　道
佐伯１区５
４８号線

6.00
～　

13.95

メートル メートル
504.99

市　道
佐伯１区５
４９号線

6.01
～　

13.09

メートル メートル
262.10

市　道
佐伯１区５
５０号線

6.01
～　

14.60

メートル メートル
107.57

市　道
佐伯１区５
５１号線

6.01
～　

13.10

メートル メートル
88.46

市　道
佐伯１区５
５２号線

6.01
～　

13.54

メートル メートル
52.78

市　道
佐伯１区５
５３号線

4.00
メートル メートル

26.01



広島市告示第３４２号　

令和４年６月１７日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１７日から同年７月１日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
５５１
号線

東区馬木七丁目５９８番地
３８地先 令和４年６月１

７日東区馬木七丁目２３５６番
地４１地先

市　道
東１区
５５２
号線

東区馬木七丁目５９８番地
５１地先 令和４年６月１

７日東区馬木七丁目２３５６番
地１６地先

市　道
東１区
５５３
号線

東区馬木七丁目２３４４番
地２地先 令和４年６月１

７日東区馬木七丁目５９８番地
７７地先

市　道
南４区
８７４
号線

南区仁保三丁目６６０番地
１６６地先 令和４年６月１

７日南区仁保三丁目６６０番地
１７６地先

市　道

安佐南
１区５
２５号
線

安佐南区八木九丁目３５８
７番地９地先 令和４年６月１

７日安佐南区八木九丁目３５８
７番地８地先

市　道

安佐北
２区１
１３１
号線

安佐北区深川六丁目１４３
７番地１地先 令和４年６月１

７日安佐北区深川六丁目１４４
１番地３地先

市　道

安佐北
２区１
１３２
号線

安佐北区落合南七丁目１５
３７番地６地先 令和４年６月１

７日安佐北区落合南七丁目１５
５５番地３地先

市　道

安佐北
２区１
１３３
号線

安佐北区落合南七丁目１５
５５番地６地先 令和４年６月１

７日安佐北区落合南七丁目１５
５５番地８地先

市　道

安佐北
３区１
００１
号線

安佐北区亀山二丁目５２７
番地２４地先 令和４年６月１

７日安佐北区亀山二丁目５２７
番地１５地先

市　道

安佐北
３区１
００２
号線

安佐北区亀山三丁目１２３
５番地１地先 令和４年６月１

７日安佐北区亀山三丁目１２４
２番地７地先

市　道
安芸１
区６８
７号線

安芸区瀬野三丁目１０８３
番地６地先 令和４年６月１

７日安芸区瀬野三丁目１０８１
番地１６地先

市　道
佐伯１
区５１
１号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地２０２地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目１３９
２番地９地先

市　道
佐伯１
区５３
７号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地１５２地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地２７地先

市　道
佐伯１
区５３
８号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地１４６地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地１４６地先

市　道
佐伯１
区５３
９号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地１２２地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地１０７地先

市　道
佐伯１
区５４
０号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地９１地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地７６地先

市　道
佐伯１
区５４
１号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地６０地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地４５地先

市　道
佐伯１
区５４
２号線

佐伯区石内北二丁目５００
６番地１５１地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
６番地１５１地先

市　道
佐伯１
区５４
３号線

佐伯区石内北二丁目５００
５番地１８地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北二丁目５００
５番地１８地先

市　道
佐伯１
区５４
４号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地５６地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１０８地先
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市　道
佐伯１
区５４
５号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地２０２地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１９０地先

市　道
佐伯１
区５４
６号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１７８地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１４２地先

市　道
佐伯１
区５４
７号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地２１０地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地３５地先

市　道
佐伯１
区５４
８号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１９８地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地２９地先

市　道
佐伯１
区５４
９号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１５９地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地９８地先

市　道
佐伯１
区５５
０号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１４１地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地１３３地先

市　道
佐伯１
区５５
１号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地７６地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地７０地先

市　道
佐伯１
区５５
２号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地８５地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地８２地先

市　道
佐伯１
区５５
３号線

佐伯区石内北三丁目５０１
０番地４５地先 令和４年６月１

７日佐伯区石内北三丁目５０１
０番地４５地先



広島市告示第３４３号　

令和４年６月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年６月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

南区 青崎一丁目の一部

分流

安佐南区 山本新町一丁目の一部

汚水を排除

東区
福田五丁目及び上温品一丁
目の各一部

西区 三滝本町一丁目の一部

安佐北区
狩留家町、大林二丁目及び
安佐町大字久地の各一部



広島市告示第３４４号　

令和４年６月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年６月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第３４５号　

令和４年６月２２日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項

の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変

更を認可したので、同条第４項の規定により次のとおり公告しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　組合の名称

　　広島市大塚中央土地区画整理組合

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区大塚西一丁目１４番２３号

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 福田五丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

西区 三滝本町一丁目の一部

安佐南区 山本新町一丁目の一部

安佐北区
狩留家町、大林二丁目及び
安佐町大字久地の各一部

東区 上温品一丁目の一部
位置：広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

南区 青崎一丁目の一部



第１１０６号　―４７―令和４年８月１日 広 島 市 報

３　設立認可年月日

　　令和３年５月２０日

４　事業施行期間

　　令和３年５月２０日から令和６年３月３１日まで

５　変更認可の年月日

　　令和４年６月２２日



広島市告示第３４６号　

令和４年６月２４日　

　中央公園の一部区域を次のとおり定めるので、広島市公園条例

の一部を改正する条例（令和４年広島市条例第３７号）附則第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　定める区域

　　中央公園広場及びその周辺の区域（別紙のとおり）

２　定める区域の名称

　　中央公園広場エリア

３　開始の期日

　　令和４年６月２４日

（備考）

　破線で示す区域については、今後、整備区域が確定した段階で

中央公園広場エリアに追加する予定。



広島市告示第３４７号　

令和４年６月２４日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区石内北一丁目５００１番２４

２　開発面積

　　１，８２２．６１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都品川区西五反田二丁目３２番４号

　　イワタボルトホールディングス株式会社
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　　代表取締役　岩田　聖隆

４　検査済証交付年月日

　　令和４年６月２４日



広島市告示第３４８号　

令和４年６月２８日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進裸

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３４９号　

令和４年６月３０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５０号　

令和４年６月３０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５１号　

令和４年６月３０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪問看護リハ
ステーション
なぎさ

広島市南区元宇
品町４１－１８

令和４年６月
１日

令和１０年５
月３１日

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５２号　

令和４年６月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５３号　

令和４年６月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５４号　

令和４年６月３０日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５５号　

令和４年６月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第７９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により
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自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、６月３、４、７日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、６月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第８４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、６月１６、２０日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第８５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和４年６月１５日

３　道路の位置　　広島市東区中山東三丁目１９８９番９の一部
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４　幅員　　　　　４．０１～４．２３メートル

５　延長　　　　　２８．３７メートル



広島市告示（東区）第５９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和４年６月１６日

３　道路の位置　　広島市東区温品六丁目の５０番２６・５０番

２８・１４５６番２

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　２７．６７メートル



広島市告示（東区）第６０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第６１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１８年６月１４日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未

来町内会について、次のとおり変更したので、同条第１０項後段

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　安立　記代　　広島市東区中山西二丁目３０番３０号を

　　中村　健治　　広島市東区中山西二丁目２７番２１号に変更

する。

２　事務所の所在地の変更

　　広島市東区中山西二丁目３０番３０号を

　　広島市東区中山西二丁目２７番２１号に変更する。



広島市告示（東区）第６２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和４年６月２４日

３　道路の位置　　広島市東区牛田旭二丁目１０２４番１の一部

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　２２．７０メートル



広島市告示（南区）第５９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　広島駅南口第三Ｂ駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和４年６月１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第６２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日　



第１１０６号　―５１―令和４年８月１日 広 島 市 報

　稲荷町駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につい

ては、令和４年６月３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第６４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第６９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場Ａに、長期間

駐車されていた下記の自転車等については、令和４年６月１３日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第７０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　旭町仮設駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和４年６月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第７５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日　



―５２―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第７６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日　

　広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐

車されていた下記の自転車等については、令和４年６月２９日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（西区）第４９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５７号　



第１１０６号　―５３―令和４年８月１日 広 島 市 報

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき、告示対象区域における一の敷地とみなすこと等

の認定を取り消しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１．認定の取消しに係る区域

　　広島市西区観音新町三丁目の６０番１、６０番２及び６０番

３

２．認定の取消しに係る認定番号

　　第１１号

３．認定の取消しに係る認定年月日

　　昭和５１年１０月２５日



広島市告示（西区）第５８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第６２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１日から同年６月１５日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区１
５２号
線

安佐南区長
束一丁目１
７６番地３
地先から
安佐南区長
束一丁目１
７５番地５
地先まで

旧
3.78
～

3.79
7.73

新
3.88
～

3.89
7.73

　その関係図面は、令和４年６月１日から同年６月１５日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月３日から同年６月１７日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月３日から同年６月１７日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１６年９月２日付けで不動産又は不動産に

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区１
５２号
線

安佐南区長束一丁目１７６
番地３地先から
安佐南区長束一丁目１７５
番地５地先まで

令和４年６月１
日

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区２
９６号
線

安佐南区山
本九丁目８
８３番地１
地先から
安佐南区山
本八丁目９
５７番地１
地先まで

旧
2.43
～

3.45
7.52

新
3.38
～

3.45
7.52

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区２
９６号
線

安佐南区山本九丁目８８３
番地１地先から
安佐南区山本八丁目９５７
番地１地先まで

令和４年６月３
日
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関する権利等を保有する団体として認可した八敷福祉会（旧代表

者　吉田　一憲）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　松井　裕

　住　所　　広島市安佐南区緑井七丁目１９番９号



広島市告示（安佐南区）第６７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年６月１０

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和４年６月２７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内二丁目の１６４５番５の

一部及び１６４５番１１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．３０メートル

　　　　　　　　　延長　３７．６１メートル



広島市告示（安佐南区）第６９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ ０ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年６月２４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第１号

２．指定年月日　　令和４年６月２日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部南一丁目６５７番１

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　５７．７０メートル



広島市告示（安佐北区）第９９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

　その関係図面は、令和４年６月２日から同月１６日まで、広島

市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第１００号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和３年６月１日付けで、不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した九品寺町内会（代表

者　野崎　芳智）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和元年１０月１０日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した布自治会（代表

者　織辺　勇）について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水　路

旧
Ｋ３－Ｆ３－
Ｍ紙屋－１５
－２５号水路

安佐北区三入二丁目１０５７番
２地先から同所１０５９番１地
先まで

新
Ｋ３－Ｆ３－
Ｍ紙屋－１５
－２５号水路

安佐北区三入二丁目１０５７番
地先から同所１０５９番１地先
まで

旧 新

代表者の
氏名及び
住所

野崎　芳智
広島市安佐北区可部九丁
目１１番４３号

平野　重男
広島市安佐北区可部九丁
目２７番３号
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　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１１年３月３０日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会（代

表者　藤本　悦雄）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成５年２月２日付けで、不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した吹屋町内会（代表者

　壹貫田　康博）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字飯室６２８７番地

広島市安佐北区安佐町大
字飯室６６６８番地

代表者の
氏名及び
住所

織辺　勇
広島市安佐北区安佐町大
字飯室６２８７番地

船木　訓雄
広島市安佐北区安佐町大
字飯室６６６８番地

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部町桐
原５８３番地

広島市安佐北区可部町桐
原１０１８５番地５

代表者の
氏名及び
住所

藤本　悦雄
広島市安佐北区可部町桐
原５８３番地

西元　茂樹
広島市安佐北区可部町桐
原１０１８５番地５

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部三丁
目３３番３号

広島市安佐北区可部三丁
目３１番５号

代表者の
氏名及び
住所

壹貫田　康博
広島市安佐北区可部三丁
目３３番３号

迫田　稔
広島市安佐北区可部三丁
目３１番５号

の規定に基づき、平成８年１１月８日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した譲羽団地自治会

（代表者　熊山　博茂）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和元年１０月１０日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐町久地魚切

自治会（代表者　政田　俊明）について、次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２３年８月２２日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した石堂南光台自治

会（代表者　池田　貴樹）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字鈴張４９７５番地２４
８

広島市安佐北区安佐町大
字鈴張４９７５番地３２
０

代表者の
氏名及び
住所

熊山　博茂
広島市安佐北区安佐町大
字鈴張４９７５番地２４
８

児山　進
広島市安佐北区安佐町大
字鈴張４９７５番地３２
０

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町久
地１１９１番地１

広島市安佐北区安佐町久
地１６１５番地

代表者の
氏名及び
住所

政田　俊明
広島市安佐北区安佐町久
地１１９１番地１

西本　士月
広島市安佐北区安佐町久
地１６１５番地

旧 新
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事務所
広島市安佐北区白木町大
字有留２３６０番地２７

広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２２

代表者の
氏名及び
住所

池田　貴樹
広島市安佐北区白木町大
字有留２３６０番地２７

田辺　篤也
広島市安佐北区白木町大
字有留２３５６番地２２



広島市告示（安佐北区）第１０７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１４年６月３日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した東須沢自治会（代

表者　世羅　良雄）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ０ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１６年１月１４日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した光善坊自治会

（代表者　沖田　文介）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１０９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年１月１５日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した尾和自治会（代

表者　西山　尚）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

代表者の
氏名及び
住所

世羅　良雄
広島市安佐北区白木町大
字秋山２５１０番地１

中重　和郎
広島市安佐北区白木町大
字秋山２７７８番地

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部一丁
目８番２号

広島市安佐北区可部二丁
目１５番２０号

代表者の
氏名及び
住所

沖田　文介
広島市安佐北区可部一丁
目８番２号

野上　公明
広島市安佐北区可部二丁
目１５番２０号

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２０年８月１９日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した毛木１区自治会

（代表者　佐々木　義信）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第１１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第２号

２．指定年月日　　令和４年６月２８日

３．道路の位置　　広島市安佐北区口田南六丁目２７５番の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３２．７８メートル



広島市告示（安芸区）第５６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

旧 新

事務所
広島市安佐北区深川二丁
目５１番３号

広島市安佐北区深川二丁
目２７番７号

代表者の
氏名及び
住所

西山　尚
広島市安佐北区深川二丁
目５１番３号

平野　雅幸
広島市安佐北区深川二丁
目２７番７号

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字毛木１８７８番地２

広島市安佐北区安佐町大
字毛木１８９９番地

代表者の
氏名及び
住所

佐々木　義信
広島市安佐北区安佐町大
字毛木１８７８番地２

力石　正文
広島市安佐北区安佐町大
字毛木１８９９番地



第１１０６号　―５７―令和４年８月１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第５７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月２１日から同年７月５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月２１日から同年７月５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区１７
９線

広島市安芸
区中野東一
丁目７６１
８番地１地
先から
広島市安芸
区中野東一
丁目７６０
０番地１地
先まで

旧

メートル
4.30
～

7.30

メートル

161.00

新

メートル
6.75
～

8.30

メートル

161.00

市　道
安芸１
区１８
２線

広島市安芸
区中野東一
丁目７６３
１番地１地
先から
広島市安芸
区中野東一
丁目７６３
１番地３地
先まで

旧

メートル
4.60
～

4.60

メートル

4.00

新

メートル
4.60
～

8.50

メートル

4.00

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区１７
９号線

広島市安芸区中野東一丁目
７６１８番地１地先から
広島市安芸区中野東一丁目
７６００番地１地先まで

令和４年６月２
１日

市　道
安芸１
区１８
２号線

広島市安芸区中野東一丁目
７６３１番地１地先から
広島市安芸区中野東一丁目
７６３１番地３地先まで

令和４年６月２
１日



広島市告示（安芸区）第６０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第６１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第６２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第６３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第６４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第６５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第７０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第７１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年６月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第７２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第７３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第７４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第７５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１５日から同月２９日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯２
区２号

佐伯区八幡
一丁目９５
５番地８地
先から

旧

メートル

2.90

メートル

7.00
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線 佐伯区八幡
一丁目９５
５番地８地
先まで

新

メートル

3.65

メートル

7.00



広島市告示（佐伯区）第７６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１５日から同２９日まで広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１５日から同月２９日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月１５日から同月２９日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯２
区２号
線

佐伯区八幡一丁目９５５番
地８地先から
佐伯区八幡一丁目９５５番
地８地先まで

令和４年６月１
５日

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯３
区１７
５号線

佐伯区倉重
二丁目６０
９番地１地
先から
佐伯区倉重
二丁目６０
９番地１地
先まで

旧

メートル
4.80
～

6.30

メートル

20.70

新

メートル
4.80
～

8.70

メートル

20.70

市　道
佐伯３
区３３
３号線

佐伯区倉重
二丁目２８
６番地１地
先から
佐伯区倉重
町字栄草原
２８９番地
３地先まで

旧

メートル
10.60

～
18.90

メートル

163.00

新

メートル
10.60

～
18.90

メートル

163.00

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和４年６月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月２４日から同年７月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯３
区１７
５号線

佐伯区倉重二丁目６０９番
地１地先から
佐伯区倉重二丁目６０９番
地１地先まで

令和４年６月１
５日

市　道
佐伯３
区３３
３号線

佐伯区倉重二丁目２８６番
地１地先から
佐伯区倉重町字栄草原２８
９番地３地先まで

令和４年６月１
５日

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯３
区１６
９号線

佐伯区千同
三丁目３１
１番地１地
先から
佐伯区千同
三丁目８８
番地１地先
まで

旧

メートル

3.0

メートル

41.7

新

メートル

4.2

メートル

41.7
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広島市告示（佐伯区）第８２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年６月２４日から同年７月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

広島市南区告示第２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

（令和３年度の状況）

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯３
区１６
９号線

佐伯区千同三丁目３１１番
地１地先から
佐伯区千同三丁目８８番地
１地先まで

令和４年６月２
４日

区 告 示

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「テレビ視聴に
関する調査」の
実施

令和３年
５月２６
日

向洋本町
１６歳以上の
日本人の男女
１４件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「家計消費状況
調査」の実施

令和３年
６月８日

東本浦町・仁
保１丁目
１６歳以上の
男女
各５０件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「受信契約状況
実態調査」の実
施

令和３年
７月７日

東雲１丁目
１８歳以上の
男女
２０件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「新聞およびＷ
ｅｂ利用に関す
る総合調査（く
らしと情報につ
い て の お た ず
ね）」の実施

令和３年
６月３０
日

５丁目・
２丁目
満１５歳以上
の日本人の男
女
２５件

一般社団法人　興
論科学協会
理事長　井田　潤
治

「通信利用動向
調査」の実施

令和３年
７月２０
日

堀越２丁目・
皆 実 町 １ 丁
目・ 南 大 河
町・宇品御幸
１丁目
２０歳以上の
世帯主
各４３件

段原山崎２丁

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「第１０回長寿
社会における中
高年者の暮らし
方の調査」の実
施

令和３年
７月２９
日

目・段原南２
丁目
６０歳以上９
２歳以下の日
本人男女
１２件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「 消 費 動 向 調
査」の実施

令和３年
８月１８
日

旭１丁目
日本国籍を有
する男女
７２件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「外交に関する
世 論 調 査（ 附
帯 調 査： 地 下
水）」の実施

令和３年
９月１日

旭２丁目２０
～２５・旭３
丁目
満１８歳以上
の日本人の男
女
１４件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「全国メディア
医師８期世論調
査（メディア利
用 に つ い て お
た ず ね す る 調
査）」の実施

令和３年
９月１日

段原南１丁目
１６歳以上の
男女
１２件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「青少年のイン
ターネット利用
環境実態調査」
の実施

令和３年
９月９日

段原山崎１～
２丁目・３丁
目～
１０歳～１７
歳の日本国籍
を持つ男女
２０件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「新型コロナウ
イルス感染症に
関 す る 世 論 調
査」の実施

令和３年
９月９日

仁保新町２丁
目
１８歳以上の
男女
１２件

株式会社　サーベ
イ リ サ ー チ セ ン
ター
代表取締役　藤澤
　士朗

「孤独・孤立の
実態把握のため
の全国調査」の
実施

令和３年
９月２２
日

比治山町
満１６歳以上
の男女
５０件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「家計消費状況
調査」の実施

令和３年
１０月１
２日

黄金山町
１６歳以上の
男女
５０件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「消費者意識基
本調査」の実施

令和３年
１０月１
２日

堀越２丁目４
～
満１５歳以上
の男女
２５件

株 式 会 社　 イ ン
テージリサーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

「令和４年度家
庭部門のＣＯ２
排出実態統計調
査」の実施

令和３年
１１月１
０日

本浦町
６０件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「令和３年度国
語に関する世論
調査」

令和３年
１１月２
５日

青崎１丁目
満１６歳以上
の日本人の男
女
１９件

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

「家計消費状況
調査」の実施

令和４年
２月８日

丹町
１６歳以上の
男女
５０件

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　

「生活意識に関
するアンケート
調査」の実施

令和４年
２月１５
日

３～４丁目
２０歳以上の
男女
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杉原　領治 １５件

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

「宝くじに関す
る世論調査」の
実施

令和４年
２月１７
日

５丁目
満１８歳以上
の日本人の男
女
１８件

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
杉原　領治

「２０２２年度
全国個人視聴率
調査」の実施

令和４年
３月１５
日

出島１～２丁
目
７歳以上の男
女
１５件

備考

１　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合に

あっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。



広島市南区告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ６ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

（令和３年度の状況）

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。



広島市南区告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日　

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

記

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協
力本部長

自衛官等の募集
に伴う広報（根
拠法令：自衛隊
法第２９条第１
項、 同 第 ３ ５
条）

令和３年１
１月４日～
５日

南区全域
出生の年月
日が平成１
６年４月２
日から平成
１７年４月
１日までの
男子及び女
子（日本国
籍を有する
者に限る）
８３４件

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

河村　有紀 広島県広島市南区東雲二丁目 消除



広島市安佐南区告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ０ 日　

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき、次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長　　植　竹　良　子　

自動車臨時運行許可番号標番号　　広島　１５－４６



広島市安佐北区告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 日　

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　萬ケ原　伸　二　

記

広島市選挙管理委員会告示第３１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　令和４年６月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行攻の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６５７人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

１７番２－８０２号

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

長石　勝
広島市安佐北区落合南一丁目
４０番６号

職権消除

選管告示
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総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，８５３人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，３４９人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，８２５人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，２４８人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，８１６人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，４７３人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，７７８人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，４５６人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，６６５人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，８０４人



広島市選挙管理委員会告示第３２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年６月２１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次

のとおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６８０人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，９９８人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，４０１人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，８７１人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，３４２人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，８７８人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，５４１人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，８１１人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，４６２人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，６８９人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，９９７人



広島市選挙管理委員会告示第３３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

　　　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する規程（平成５年広島市選挙管理委員会告示第２１号）

の一部を次のように改正する。

　別記第４号様式その１備考４中「１５，８００円」を「１６，１

００円」に改める。

　別記第５号様式その１備考４中「７円５１銭」を「７円７３

銭」に、「３７５，５００円＋５円２銭」を「３８６，５００円

＋５円１８銭」に改め、同様式その２備考４中「５７３，０３０

円＋２７円５０銭」を「５８６，９０５円＋２８円３５銭」に、 

「３１０，５００円＋５２５円６銭」を「３１６，２５０円＋５４

１円３１銭」に改める。

　別記６号様式その１（別紙）その２中「１５，８００」を

「１６，１００」に改め、同様式その２（別紙）備考１中「７円

５１銭」を「７円７３銭」に、「３７５，５００円＋５円２銭」

を「３８６，５００円＋５円１８銭」に改め、同様式その３（別

紙）備考２中「５７３，０３０円＋２７円５０銭」を「５８６，

９０５円＋２８円３５銭」に、「３１０，５００円＋５２５円６ 

銭」を「３１６，２５０円＋５４１円３１銭」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、告示の日から施行する。

２　この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される

選挙から適用する。
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区 選 管 告 示

広島市中区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市中区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町
一丁目４番２１号

令和４年６月２３日
から

同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで



広島市中区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における在外選

挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４項の

規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の規定

により、次のとおり指定します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　



広島市中区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号
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公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市中区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目１番４１号

　　　　　　　広島市立国泰寺中学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市中区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

次のとおり　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が

１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属

する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場

所及び日時を、次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目１番４１号

　　　　　　　　広島市立国泰寺中学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市中区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分



広島市東区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市東区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略
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広島市東区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における在外選

挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４項の

規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の規定

により、次のとおり指定します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第８号　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市東区役所
３階　第４・第５
会議室

広島市東区東蟹屋町
９番３８号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市東区役所
温品出張所

広島市東区温品五丁
目１番１８号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めてくじを行う。

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後６時１０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市東区役所
３階　第４・第５会議
室

広島市東区東蟹屋町９番３８号



―６６―　第１１０６号 令和４年８月１日広 島 市 報

１　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市東区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

次のとおり　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が

１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属

する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う場

所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市南区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市南区役所 令和４年６月２３日
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４階　４－１、４
－２、４－３会議
室

広島市南区皆実町一
丁目５番４４号

から同年７月９日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで



広島市南区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における在外選

挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４項の

規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の規定

により、次のとおり指定します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　



広島市南区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

の開閉時刻を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０

条第１項ただし書の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げ

る。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

２　投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区



広島市南区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任する。

広島市南区選挙管理委員会　

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市南区役所
４ 階　 ４ － １、 ４ －
２、４－３会議室

広島市南区皆実町一丁目５番４４号

投票区名 投票所施設名
投票所を
開く時刻

投票所を
閉じる時刻

似島 似島集会所 午前６時 午後６時

投票区名 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

金輪 金輪島集会所 午後６時

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市南区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市南区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管
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理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

次のとおり　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分



広島市西区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市西区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二
丁目２番１号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで
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広島市西区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における在外選

挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４項の

規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の規定

により、次のとおり指定します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定

による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく

じを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時５０分



広島市西区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市西区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、下記のとおり選

任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

下記のとおり　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政
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治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市西区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期

日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９

条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８条の

２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐南区役
所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市
一丁目３３番１４号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安佐南区役
所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井
六丁目２９番２８号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安佐南区役
所
園出張所

広島市安佐南区園
二丁目４８番７号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安佐南区役
所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東
七丁目６４番８号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐南区役所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市一丁目３３番１４
号
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２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

次のとおり　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐北区役
所
１階　第１会議室

広島市安佐北区可部
四丁目１３番１３号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安佐北区役
所

広島市安佐北区白木
町大字秋山２３９１

令和４年６月２３日
から

白木出張所 番地の４ 同年７月９日まで

広島市安佐北区役
所
高陽出張所

広島市安佐北区深川
五丁目１３番７号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安佐北区役
所
安佐出張所仮設投
票所

広島市安佐北区安佐
町大字飯室３０５２
番地の１

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における在外選

挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４項の

規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の規定

により、次のとおり指定します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐北区役所
１階　第１会議室

広島市安佐北区可部四丁目１３番１３
号
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別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　３階　入札室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、別紙のとおり選

任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　広島市安佐北区役所　３階　入札室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　３階　入札室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における白木出

張所、高陽出張所及び、安佐北区役所１階第１会議室期日前投票

所の投票管理者及びその職務を代理すべき者が辞任したことに伴

い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２

５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙のとおり

選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期が令和４年７月２５日に満了することに伴

い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１７条ただ
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し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安芸区役所
３階　第１会議室

広島市安芸区船越南
三丁目４番３６号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三
丁目２０番９号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町
６２５７番地の２

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東
五丁目７番１８号

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安芸区役所
３階　第１会議室

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号
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　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

２　日　時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

次のとおり　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名

簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和４年６月２日から参議院議員通常選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院

議員通常選挙の期日の翌日から行う。



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ １ 日　

　令和４年７月１０日執行予定の参議院広島県選出議員選挙にお

けるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置しま

した。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　
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別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票所

を閉じる時刻を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

０条第１項ただし書の規定により、次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び同法施行令（昭和２

５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙のとおり

選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

投票区 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

第二十一投票区 白川集会所 午後６時

上多田投票区 みどり会館 午後６時

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市佐伯区役所
３階　３０２会議

広島市佐伯区海老園
二丁目５番２８号

令和４年６月２３日
から

室 同年７月９日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田１６６番地

令和４年６月２３日
から
同年７月９日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和４年７月７日か
ら
同月９日まで
午前１０時から午後
８時まで



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９条の２第４

項の規定により読み替えて適用される同法第４８条の２第１項の

規定により、次のとおり指定します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規

定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和４年６月２２日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条の４第５項の規定による届出が

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市佐伯区役所
３階　３０２会議室

広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号
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あった場合は、次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時４０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　開票の場所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

２　開票の日時　　令和４年７月１０日　午後９時２０分開始



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院広島県選出議員選挙における

開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行う

場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和４年７月７日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

　　日　時　　令和４年７月１０日　午後８時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院比例代表選出議員選挙におけ

る開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人とな

るべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和４年７月７日　午後５時３０分

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

不在者投票の投票記載場所

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室



広島市東区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

不在者投票の投票記載場所

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室

　広島市東区温品五丁目１番１８号

　広島市東区役所　温品出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

区選管委員長告示
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　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとする。

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室



広島市南区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

不在者投票の投票記載場所

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１、４－２、４－３会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとします。

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１、４－２、４－３会議室



広島市西区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　不在者投票の投票記載場所

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　広島市西区役所　２階　第１会議室

　　広島市南区松原町９番地先

　　広島駅南口地下広場

　　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在

者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　広島市西区役所　２階　第１会議室



広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室

　広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８号

　広島市安佐南区役所　佐東出張所

　広島市安佐南区園二丁目４８番７号

　広島市安佐南区役所　園出張所

　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　広島市安佐南区役所　沼田出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室



広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第１会議室

　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４

　広島市安佐北区役所　白木出張所

　広島市安佐北区深川五丁目１３番７号

　広島市安佐北区役所　高陽出張所

　広島市安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１

　広島市安佐北区役所　安佐出張所　仮設投票所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第１会議室



広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第２号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

　広島市安芸区中野三丁目２０番９号

　広島市安芸区役所　中野出張所

　広島市安芸区阿戸町６２５７番地の２
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　広島市安芸区役所　阿戸出張所

　広島市安芸区矢野東五丁目７番１８号

　広島市安芸区役所　矢野出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室



広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日　

　令和４年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

不在者投票の投票記載場所

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

　広島市佐伯区湯来町大字和田１６６番地

　広島市佐伯区役所　湯来出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

広島市人事委員会規則第８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則

　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和５４年広島市

人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

　別表第１のアの表６級の項中第９号を第１０号とし、第２号か

ら第８号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加え

る。

　２　Ｇ７広島サミット推進室の次長の職務

　　　附　則

　この規則は、令和４年６月２０日から施行する。



人事委員会規則

広島市人事委員会規則第９号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ７ 日　

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和５４年広島市人事委員会

規則第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１市長の事務部局の項第３号中「担当課長」の右に「Ｇ

７広島サミット推進室次長」を加える。

　　　附　則

　この規則は、令和４年６月２０日から施行する。

広島市教育委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年６月２２日（水）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　広島市立学校児童生徒数等（令和４年５月１日現在）につ

いて（報告）

　　令和４年度放課後児童クラブの利用申込状況等について

（報告）

　　令和５年度広島市立広島中等教育学校入学者選抜の基本方

針について（議案）

　　令和５年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の

基本方針について（議案）

　【非公開予定議題】

　　広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について（議

案）

　　広島市文化財審議会委員の委嘱について（議案）

広島市監査公表第２６号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 　

　令和４年４月５日付け第４２号で受け付けた広島市職員に関す

る措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり公表

する。

教育委員会告示

監査公表
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広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 ５ ５ 号　

令和４年６月１日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年４月１１日付け第８４号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定によ

り監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通

知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による日当支給に関する

措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　広島市には、旅行命令権を有し、その権限を行使して旅

費支給の要否を決定する旅行命令権者がいます。旅行命令

権者は各部署の長（所属長）です。

　　　　広島市の旅費条例（正式名称「広島市職員等の旅費に関

する条例」）には旅費の種類として「日当」があります。

「日当」は、用件先で用務を遂行するにあたり職員個人が

自腹で支出する必要のある経費に対して、その「実費弁

償」の目的で定額で支給されるものです。

　　　　広島市の旅行命令権者には、職員個人が用件先で自腹で

支出する実費が存在しないことから、日当を支給すれば不

当な支出になるとして、日当を非支給としている旅行命令

権者がいる一方で、漫然と日当を支給している旅行命令権

者もいます。

　　　　「実費弁償」として支給されている「日当」が、実費支

出がない場合にも支給された場合、日当の目的を逸脱し、

国税庁の所得税基本通達９－３《非課税とされる旅費の範

囲》の「旅費の範囲」を逸脱して給与所得に該当すること

となり、違法な「ヤミ給与」を支給していることになると

考えられます。

　　　　一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法・不当な財

務会計上の行為に該当することから、監査の実施を請求す

るものです。

　　　　公用車のない時代には、出張先での移動にバスや電車等

を利用し、そのためのバス賃・電車賃が個人の懐から支払

われていたため、その実費を弁償する必要がありました。

定額としたのは、乗車賃のように領収書の発行が困難なも

のや領収書の清算に係る事務等の煩雑さを避けるための措

置で、余っても不足しても清算しないという制度のようで

す。

　　　　公用車での移動が当たり前となった現在、旅費を個人で

支払うことはなくなり、「日当」が不要となっています。

その結果、「日当」はそのまま当該職員の収入となり、非

課税でありながら個人の給与に加算される「ヤミ給与」と

いう解釈になります。

　　　　実際に、安佐南区役所市民部地域起こし推進課や安佐北

区役所農林建設部建築課では、ともに「広島市職員の旅費

に関する条例第４３条第１項に基づき日当を支給していな

い」とのことです。

　　　　このように、正しい見識を有する旅行命令権者がいる一

方で、支給した場合不当な支出となる日当が漫然と支給さ

れています。

　　　　他の自治体でも、日当を廃止するなど、実態に即した見

直しが以前から行われています。広島市はそれを怠ってお

り、不当に税金が支出され続けています。

　　　　現在では、公用車での移動が一般的で、ドアツードアの

移動ができ、諸雑費は発生していません。出張先で仮にバ

ス代や電車賃が必要となる場合があったとしてもプリペイ

ドカードなどによって支払われ日当から充当されるのでは

ありません。駐車場代が必要となった場合も、広島市会計

規則等によって別途公金から支出されています。

　　　　実費弁償としての日当と別途公金支出による駐車場代や

乗車券代等によって、二重の支給が行われるなどの不当な

税金支出が起こっています。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長

　　　　支給すれば給与所得の扱いとなる日当を支給した旅行命

令権者その他関係する職員

　　　損害の推定

　　　　不明（環境局の年間の日当支給が約９００万円、広島市

職員数が約１万５千人であることから、億円単位になるの

ではないかと思われる。）

　　　請求する措置

　　　　旅費としての支出がなく、不当に支給された日当（「ヤ

ミ給与」）は返還すること。

　　　　旅費としての支出がない日当は支給せず、他の自治体の

ように日当を廃止すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている
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が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】日当についての給与課長の回答

　　【事実証明書２】日当を支給していない理由（安佐南区役所

地域起こし推進課）

　　【事実証明書３】日当を支給していない理由（安佐北区役所

建築課）

　　【事実証明書４】日当を支給していない理由（給与課長）

　　【事実証明書５】支給された「日当」から支出した事例がな

いという、児童相談所長及び佐伯区維持管理

課長の回答

　　【事実証明書６】駐車場代は公金から支出できるという回答

　　【事実証明書７】日当支給の事例

　　【事実証明書８】国では１００ｋｍ未満の移動で「日当」を

支給していない事実

　　【事実証明書９】ウエブ上に掲載されている鎌倉市の日当廃

止の事例

　　【事実証明書１０】駐車場代が日当からではなく、別途公金

から支出されている事実

　　【事実証明書１１】岡山市では県内移動の場合には日当は支

給していない事実

　　【事実証明書１２】大阪市、京都市や相模原市では、旅費の

種類に「日当」がない事実

　　【事実証明書１３】日当の定額支給、減額判断、市施設の場

合の非支給、非課税理由などについての給

与課長回答

　　【事実証明書１４】広島県内市町の日当非支給範囲（イン

ターネット上に掲載されている市町の条例

等から推定）

　　【事実証明書１５】他の政令指定都市の日当非支給範囲

　　【事実証明書１６】所得税法基本通達法第９条《非課税所

得》関係「非課税とされる旅費の範囲」に

ついて（国税庁ホームページ）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法（以下「法」という。）第２４

２条第１項の所定の要件を具備するものと認め、令和４年４月

２８日に、同月１１日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対し、証拠

の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の

提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年５月１１日付け広人給第１０号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実

　　　　日当は、「広島市職員等の旅費に関する条例」（以下 

「旅費条例」という。）及び「広島市職員等の旅費に関す

る条例の運用について」（以下「運用通知」という。）に

基づき、各所属において支給している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　　上記のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づ

き、各所属において適正な支給を行っているものと認識し

ており、本件措置請求は理由がないものである。

　　　　請求人は、職員の実際の支出がない場合に支給された日

当は、日当の目的を逸脱し給与所得に該当すると主張して

いるので、以下、この点について述べる。

　　　ア　日当の定額支給について

　　　　　日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた

一定の基準により、定額での支給を行っている。

　　　　　日当をすべて実費支給にすると、その都度、領収書を

提出させる必要が生じ、その領収書の内容を確認した上

で、計算を行うこととなるため、支給事務が極めて煩雑

になり、かえって全体経費は増えると考えられる。その

ため、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、国

家公務員等の旅費に関する法律（以下「旅費法」とい

う。）に準じて定めた定額での支給を行っており、旅行

完了後に、日当の実際の使途を確認することとはしてい

ない。

　　　イ　日当の減額について

　　　　　上記アのとおり、日当は原則、定額での支給を行って

いるが、旅行の実態からして、日当を定額で支給するこ

とが適当でない場合は、旅費条例第４３条１項に基づ

き、減額することができるとしており、運用通知におい

て、その主な例を示している。各所属において、旅費条

例や運用通知の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当

を減額するかどうかの判断を行っていることから、日当

を支給している所属と、非支給としている所属がある

が、日当を支給することは、旅費条例に基づくものであ

り、不当な支出ではない。

　　　ウ　所得税について

　　　　　上記アのとおり、日当は、旅費条例に基づき、目的地

や職位等に応じた一定の基準により、定額で支給を行っ

ており、その金額は国における日当と同額としている。

国においては、日当は非課税とされていることから、本

市においても同様に、所得税基本通達９－３に規定する

「旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認

められる範囲内の金品」として、非課税と取り扱ってお

り、違法な「ヤミ給与」ではない。

　　　　　以上のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づ

き、各所属において支給しており、適正なものである。

　　　　　なお、令和４年４月１日から５０キロメートル未満の
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旅行（勤務場所の存する地域（広島市にあつては、安芸

郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。）内の旅行を含

む。）の場合の日当及び公用車を利用した往復１００キ

ロメートル未満の旅行をする場合の日当の支給を原則廃

止する見直しを行っている。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、広島市では、旅行命令権者によっては日当を支

給すると不当な支出になると判断してこれを支給していない

事例がある一方で、漫然と日当を支給している事例もあり、

一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法又は不当な公金

の支出に該当すると主張していると認められる。

　　　このため、日当を支給している事例について、令和３年度

に日当を支給した部署のうちから抽出して、その日当の支給

が条例等に基づき適正に行われているか否かを監査する。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査

した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　旅費制度について

　　　ア　法第２０４条第１項で、普通地方公共団体は常勤の職

員等に対し旅費を支給しなければならないとされてお

り、同条第３項において旅費の額、支給方法は条例で定

めなければならないとされている。

　　　イ　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市

条例第１７号。以下「旅費条例」という。）第２条第１

項第６号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れ

て旅行することを出張というとされ、旅費条例第３条第

１項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅

費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類

は旅費条例第６条第１項で規定されており、同条第６項

の規定により、日当は、１日当たりの定額により支給す

るとされている。その額は、旅費条例第２０条第１項で

別表第１の定額によるとされ、５級以下の職務にある者

が内国旅行する場合、１日につき２，２００円とされて

いる。

　　　ウ　旅費条例第４３条第１項では、旅費を支給した場合に

は不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる

場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅

費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きるとされている。

　　　エ　この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することと

なる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条

例の運用について」（昭和２７年４月１日広職甲第８８

号。以下「運用通知」という。）第４３条関係第１項

で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照ら

して適当でない場合においては、各機関の長は、各号に

掲げる基準により旅費の調整を行うことができるとさ

れ、令和３年度以前では、その例の一つとして、同項第

２号では５０キロメートル未満の旅行（勤務場所の存す

る地域（広島市にあっては、安芸郡の府中町、海田町及

び熊野町を含む。）内の旅行を含む。）の場合の日当の

額は、旅費条例別表第１の日当定額の４分の１に相当す

る額とするとされていた。

　　　オ　また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の

実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考え

が制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われてい

た。

　　　カ　なお、この運用通知では、半径８キロメートルを超え

往復１００キロメートル未満の公用車での出張の旅費の

支給額は、日当定額の４分の１に相当する額とされてい

たところ、令和４年４月１日以降の旅行分から、往復１

００キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日

当を非支給とする等の運用の見直しが行われた。

　　　日当の支給について抽出により調査した結果について

　　　　日当の支給について、請求書に添えて提出された事実証

明書に掲げられた部署のうちから令和４年１月から３月ま

での支給分を抽出して、日当の支出手続を調査したとこ

ろ、個々の旅行命令に係る日当の支給は、旅費条例や運用

通知にのっとって行われていた。

　２　判断

　　　法第２３２条の３では、「普通地方公共団体の支出の原

因となるべき契約その他の行為（これを支出負担行為とい

う。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをし

なければならない。」とされ、旅費の支給に係る支出負担

行為は、法令に基づき適正に行わなければならない。

　　　旅費の支給については、１でみたとおり、法及び旅費条

例の規定により、職員が出張した場合等は、旅費条例で定

める定額の日当を含む旅費を支給しなければならないとさ

れている。また、旅費条例の規定により、旅費を支給した

場合において、不当に旅費の実費を超えることとなる場合

には、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費

の全部又は一部を支給しないことができるとされ、その際

の減額に関しては、旅費条例所管課から庁内に向け、標準

的な減額に係る基準が示されている。

　　　　旅費の支出負担行為を行う各部署は、これら旅費条例や

運用通知にのっとって旅費の支給事務を行っている。

　　　請求人は、大要、この運用通知で示された基準を越えて

減額すべきであるにもかかわらず、その減額をしないで行

われた旅費の支給は違法又は不当な公金の支出に該当する

と主張していると認められる。

　　　　この点について、日当は、「旅行中の昼食費及びこれに
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伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交

通費等を賄なうために支給されるもの」であり、「定額支

給の建前がとられており、原則としてその用途をいちいち

詮索する必要はない」とされるとともに、「特別の事情に

より（略）認定した額に調整することができるものとされ

ている」場合は、「日当の額を調整する必要性の有無に関

し市長としての判断の当否が問われることがあるとして

も、市長の右判断が権限を濫用するものであるなどの特段

の事情がなければ、日当支給それ自体が直ちに違法になる

ものとはいえない」とされている（徳島地裁平成５年１１

月１２日判決）。

　　　　このような、旅行の際に生ずるであろう諸雑費を賄うた

めに用途を問わず定額で支給するという日当の性格を鑑み

ると、旅費条例第４３条第１項の適用基準として旅費条例

所管課から庁内に示された運用通知の内容は、明らかに不

合理であるとする点はないと認められるとともに、運用通

知に従って日当を支給した部署を抽出して調査したとこ

ろ、この運用通知で示された基準を越えて更に減額しな

かったことに、各機関の長としての裁量権の行使に関し違

法・不当な点は認められなかった。

　　　　加えて、これら抽出して調査した部署において、旅費条

例や運用通知にのっとって適正に旅費の支給が行われてい

た。

　　　したがって、法令（条例の運用に関し旅費条例所管課か

ら示された運用通知を含む。）に従って行われた旅費の支

給に違法・不当な点はなかった。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第２７号　

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日　

　令和４年４月１１日付け第８４号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のとおり公

表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

別紙

広 監 第 ５ ３ 号　

令和４年６月１日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年４月５日付け第４２号で受け付けた広島市職員に関す

る措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により

監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知

する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による日当支給に関する

措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　広島市には、旅行命令権を有し、その権限を行使して旅

費支給の要否を決定する旅行命令権者がいます。旅行命令

権者は各部署の長です。

　　　　広島市の旅費条例には旅費の種類として「日当」があり

ます。「日当」は、用件先で用務を遂行するにあたり職員

個人が自腹で支出する必要のある経費に対して、その「実

費弁償」の目的で定額で支給されるものです。

　　　　広島市の旅行命令権者には、職員個人が用件先で自腹で

支出する実費が存在しないことから、日当を支給すれば不

当な支出になるとして、日当を非支給としている旅行命令

権者がいる一方で、漫然と日当を支給している旅行命令権

者もいます。

　　　　「実費弁償」として支給されている「日当」が、実費支

出がない場合にも支給された場合、日当の目的を逸脱し、

国税庁の所得税基本通達９－３《非課税とされる旅費の範

囲》の「旅費の範囲」を逸脱して給与所得に該当すること

となり、違法な「ヤミ給与」を支給していることになると

考えられます。

　　　　一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法・不当な財

務会計上の行為に該当することから、監査の実施を請求す

るものです。

　　　　公用車のない時代には、出張先での移動にバスや電車等

を利用し、そのためのバス賃・電車賃が個人の懐から支払

われていたため、その実費を弁償する必要がありました。

定額としたのは、乗車賃のように領収書の発行が困難なも

のや領収書の清算に係る事務等の煩雑さを避けるための措

置で、余っても不足しても清算しないという制度のようで

す。

　　　　公用車での移動が当たり前となった現在、旅費を個人で

支払うことはなくなり、「日当」が不要となっています。
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その結果、「日当」はそのまま当該職員の収入となり、非

課税でありながら個人の給与に加算される「ヤミ給与」と

いう解釈になります。

　　　　実際に、安佐南区役所市民部地域起こし推進課や安佐北

区役所農林建設部建築課では、ともに「広島市職員の旅費

に関する条例第４３条第１項に基づき日当を支給していな

い」とのことです。

　　　　このように、正しい見識を有する旅行命令権者がいる一

方で、支給した場合不当な支出となる日当が漫然と支給さ

れています。

　　　　他の自治体でも、日当を廃止するなど、実態に即した見

直しが以前から行われています。広島市はそれを怠ってお

り、不当に税金が支出され続けています。

　　　　現在では、公用車での移動が一般的で、ドアツードアの

移動ができ、諸雑費は発生していません。出張先で仮にバ

ス代や電車賃が必要となる場合があったとしてもプリペイ

ドカードなどによって支払われ日当から充当されるのでは

ありません。駐車場代が必要となった場合も、広島市会計

規則等によって別途公金から支出されています。

　　　　実費弁償としての日当と別途公金支出による駐車場代や

乗車券代等によって、二重の支給が行われるなどの不当な

税金支出が起こっています。

　　　請求の対象となる職員

　　　　広島市長

　　　　支給すれば給与所得の扱いとなる日当を支給した旅行命

令権者その他関係する職員

　　　損害の推定

　　　　不明（環境局の年間の日当支給が約９００万円、広島市

職員数が約１万５千人であることから、億円単位になるの

ではないかと思われる。）

　　　請求する措置

　　　　旅費としての支出がなく、不当に支給された日当（「ヤ

ミ給与」）は返還すること。

　　　　旅費としての支出がない日当は支給せず、他の自治体の

ように日当を廃止すること。

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】日当についての給与課長の回答

　　【事実証明書２】日当を支給していない理由（安佐南区役所

地域起こし推進課）

　　【事実証明書３】日当を支給していない理由（安佐北区役所

建築課）

　　【事実証明書４】日当を支給していない理由（給与課長）

　　【事実証明書５】支給された「日当」から支出した事例がな

いという、児童相談所長及び佐伯区維持管理

課長の回答

　　【事実証明書６】駐車場代は公金から支出できるという回答

　　【事実証明書７】日当支給の事例

　　【事実証明書８】国では１００ｋｍ未満の移動で「日当」を

支給していない事実

　　【事実証明書９】ウエブ上に掲載されている鎌倉市の日当廃

止の事例

　　【事実証明書１０】駐車場代が日当からではなく、別途公金

から支出されている事実

　　【事実証明書１１】岡山市では県内移動の場合には日当は支

給していない事実

　　【事実証明書１２】大阪市、京都市や相模原市では、旅費の

種類に「日当」がない事実

　　【事実証明書１３】日当の定額支給、減額判断、市施設の場

合の非支給、非課税理由などについての給

与課長回答

　　【事実証明書１４】広島県内市町の日当非支給範囲（イン

ターネット上に掲載されている市町の条例

等から推定）

　　【事実証明書１５】他の政令指定都市の日当非支給範囲

　　【事実証明書１６】所得税法基本通達法第９条《非課税所

得》関係「非課税とされる旅費の範囲」に

ついて（国税庁ホームページ）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法（以下「法」という。）第２４

２条第１項の所定の要件を具備するものと認め、令和４年４月

２８日に、同月５日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対し、証拠

の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の

提出はなく、陳述も行われなかった。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年５月１１日付け広人給第９号により意見書が

提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　事実

　　　　日当は、「広島市職員等の旅費に関する条例」（以下 

「旅費条例」という。）及び「広島市職員等の旅費に関す

る条例の運用について」（以下「運用通知」という。）に

基づき、各所属において支給している。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　本件措置請求は、理由がないものである。

　　　本市の意見の理由

　　　　上記のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づ

き、各所属において適正な支給を行っているものと認識し

ており、本件措置請求は理由がないものである。

　　　　請求人は、職員の実際の支出がない場合に支給された日
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当は、日当の目的を逸脱し給与所得に該当すると主張して

いるので、以下、この点について述べる。

　　　ア　日当の定額支給について

　　　　　日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた

一定の基準により、定額での支給を行っている。

　　　　　日当をすべて実費支給にすると、その都度、領収書を

提出させる必要が生じ、その領収書の内容を確認した上

で、計算を行うこととなるため、支給事務が極めて煩雑

になり、かえって全体経費は増えると考えられる。その

ため、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、国

家公務員等の旅費に関する法律（以下「旅費法」とい

う。）に準じて定めた定額での支給を行っており、旅行

完了後に、日当の実際の使途を確認することとはしてい

ない。

　　　イ　日当の減額について

　　　　　上記アのとおり、日当は原則、定額での支給を行って

いるが、旅行の実態からして、日当を定額で支給するこ

とが適当でない場合は、旅費条例第４３条１項に基づ

き、減額することができるとしており、運用通知におい

て、その主な例を示している。各所属において、旅費条

例や運用通知の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当

を減額するかどうかの判断を行っていることから、日当

を支給している所属と、非支給としている所属がある

が、日当を支給することは、旅費条例に基づくものであ

り、不当な支出ではない。

　　　ウ　所得税について

　　　　　上記アのとおり、日当は、旅費条例に基づき、目的地

や職位等に応じた一定の基準により、定額で支給を行っ

ており、その金額は国における日当と同額としている。

国においては、日当は非課税とされていることから、本

市においても同様に、所得税基本通達９－３に規定する

「旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認

められる範囲内の金品」として、非課税と取り扱ってお

り、違法な「ヤミ給与」ではない。

　　　　　以上のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づ

き、各所属において支給しており、適正なものである。

　　　　　なお、令和４年４月１日から５０キロメートル未満の

旅行（勤務場所の存する地域（広島市にあつては、安芸

郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。）内の旅行を含

む。）の場合の日当及び公用車を利用した往復１００キ

ロメートル未満の旅行をする場合の日当の支給を原則廃

止する見直しを行っている。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、広島市では、旅行命令権者によっては日当を支

給すると不当な支出になると判断してこれを支給していない

事例がある一方で、漫然と日当を支給している事例もあり、

一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法又は不当な公金

の支出に該当すると主張していると認められる。

　　　このため、日当を支給している事例について、令和３年度

に日当を支給した部署のうちから抽出して、その日当の支給

が条例等に基づき適正に行われているか否かを監査する。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査

した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　旅費制度について

　　　ア　法第２０４条第１項で、普通地方公共団体は常勤の職

員等に対し旅費を支給しなければならないとされてお

り、同条第３項において旅費の額、支給方法は条例で定

めなければならないとされている。

　　　イ　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市

条例第１７号。以下「旅費条例」という。）第２条第１

項第６号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れ

て旅行することを出張というとされ、旅費条例第３条第

１項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅

費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類

は旅費条例第６条第１項で規定されており、同条第６項

の規定により、日当は、１日当たりの定額により支給す

るとされている。その額は、旅費条例第２０条第１項で

別表第１の定額によるとされ、５級以下の職務にある者

が内国旅行する場合、１日につき２，２００円とされて

いる。

　　　ウ　旅費条例第４３条第１項では、旅費を支給した場合に

は不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる

場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅

費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きるとされている。

　　　エ　この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することと

なる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条

例の運用について」（昭和２７年４月１日広職甲第８８

号。以下「運用通知」という。）第４３条関係第１項

で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照ら

して適当でない場合においては、各機関の長は、各号に

掲げる基準により旅費の調整を行うことができるとさ

れ、令和３年度以前では、その例の一つとして、同項第

２号では５０キロメートル未満の旅行（勤務場所の存す

る地域（広島市にあっては、安芸郡の府中町、海田町及

び熊野町を含む。）内の旅行を含む。）の場合の日当の

額は、旅費条例別表第１の日当定額の４分の１に相当す

る額とするとされていた。

　　　オ　また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の

実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考え
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が制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われてい

た。

　　　カ　なお、この運用通知では、半径８キロメートルを超え

往復１００キロメートル未満の公用車での出張の旅費の

支給額は、日当定額の４分の１に相当する額とされてい

たところ、令和４年４月１日以降の旅行分から、往復１

００キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日

当を非支給とする等の運用の見直しが行われた。

　　　日当の支給について抽出により調査した結果について

　　　　日当の支給について、請求書に添えて提出された事実証

明書に掲げられた部署のうちから令和４年１月から３月ま

での支給分を抽出して、日当の支出手続を調査したとこ

ろ、個々の旅行命令に係る日当の支給は、旅費条例や運用

通知にのっとって行われていた。

　２　判断

　　　法第２３２条の３では、「普通地方公共団体の支出の原

因となるべき契約その他の行為（これを支出負担行為とい

う。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをし

なければならない。」とされ、旅費の支給に係る支出負担

行為は、法令に基づき適正に行わなければならない。

　　　旅費の支給については、１でみたとおり、法及び旅費条

例の規定により、職員が出張した場合等は、旅費条例で定

める定額の日当を含む旅費を支給しなければならないとさ

れている。また、旅費条例の規定により、旅費を支給した

場合において、不当に旅費の実費を超えることとなる場合

には、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費

の全部又は一部を支給しないことができるとされ、その際

の減額に関しては、旅費条例所管課から庁内に向け、標準

的な減額に係る基準が示されている。

　　　　旅費の支出負担行為を行う各部署は、これら旅費条例や

運用通知にのっとって旅費の支給事務を行っている。

　　　請求人は、大要、この運用通知で示された基準を越えて

減額すべきであるにもかかわらず、その減額をしないで行

われた旅費の支給は違法又は不当な公金の支出に該当する

と主張していると認められる。

　　　　この点について、日当は、「旅行中の昼食費及びこれに

伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交

通費等を賄なうために支給されるもの」であり、「定額支

給の建前がとられており、原則としてその用途をいちいち

詮索する必要はない」とされるとともに、「特別の事情に

より（略）認定した額に調整することができるものとされ

ている」場合は、「日当の額を調整する必要性の有無に関

し市長としての判断の当否が問われることがあるとして

も、市長の右判断が権限を濫用するものであるなどの特段

の事情がなければ、日当支給それ自体が直ちに違法になる

ものとはいえない」とされている（徳島地裁平成５年１１

月１２日判決）。

　　　　このような、旅行の際に生ずるであろう諸雑費を賄うた

めに用途を問わず定額で支給するという日当の性格を鑑み

ると、旅費条例第４３条第１項の適用基準として旅費条例

所管課から庁内に示された運用通知の内容は、明らかに不

合理であるとする点はないと認められるとともに、運用通

知に従って日当を支給した部署を抽出して調査したとこ

ろ、この運用通知で示された基準を越えて更に減額しな

かったことに、各機関の長としての裁量権の行使に関し違

法・不当な点は認められなかった。

　　　　加えて、これら抽出して調査した部署において、旅費条

例や運用通知にのっとって適正に旅費の支給が行われてい

た。

　　　したがって、法令（条例の運用に関し旅費条例所管課か

ら示された運用通知を含む。）に従って行われた旅費の支

給に違法・不当な点はなかった。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。



広島市監査公表第２８号　

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ４ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても、当該通知に係る事項を公表する。

（別紙）

令和２年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（健康福祉局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

　　令和３年２月４日（広島市監査公表第４号）

２　包括外部監査人

　　中川　和之
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３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和４年５月３１日（広精相第９０号及び第９１号）

４　監査のテーマ

　　扶助費に係る財務事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

障害者福祉に係る支援事業（自立支援医療費（精神通院医療）支給認定の手続）
（所管課：健康福祉局精神保健福祉センター相談課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

〈内容〉
　自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請に係る書類を抽出し、点検した
ところ、申請書には受診を希望する医療の内容としてデイケアが記載されている
が、診断書には「現在の治療内容」や「今後の治療方針」にデイケアの記載がさ
れていないにもかかわらず、デイケアを含めた自立支援医療等受給者証が発行さ
れているものが１件あった。
　担当者に対するヒアリングによれば、申請内容と診断書の内容について十分に
確認ができていないこともあるとのことである。
〈とるべき対応〉
　自立支援医療費（精神通院）の支給事務の手引によると、デイケアや訪問看護
については、「主たる医療として指定した指定医療機関の医師指示によらなけれ
ば、自立支援医療のデイケアや訪問看護は認められません。」と記載されている
ことから、医師の指示に基づいた申請内容となっているかの確認を徹底すること
が求められる。

　監査の結果を受けて、自立支援医療費（精神通
院医療）支給認定の申請が医師の指示に基づく内
容となっているか容易に確認できるよう、令和３
年４月に広島市自立支援医療費（精神通院医療）
支給認定実施要綱を改正し、診断書兼意見書の様
式に「デイケア指示の有無」の項目を追加すると
ともに、支給事務の手引を改正した。
　また、受付窓口である各区福祉課に対し、変更
後の様式により医師の指示に基づく申請内容と
なっているかの確認を徹底するよう通知するとと
もに、年度当初に行っている担当者研修において
周知を図る。

６　監査の意見及び対応の内容

　　障害者福祉に係る支援事業（自立支援医療費（精神通院医療）指定自立支援医療機関の区分）
　　　（所管課：健康福祉局精神保健福祉センター相談課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

〈内容〉
　自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書には、医療の内容と医療機関名を
記載することになっており、医療の内容の区分は①主たる医療②デイケア③訪問
看護④薬局となっている。
　支給事務の手引によると、④薬局については、院内薬局を利用している場合、
申請書の「医療機関名」欄に「院内」と記載することを求めているものの、自立
支援医療等受給者証の「医療機関名」欄には④薬局の記載はされない運用となっ
ている。
　それに対して、担当者からの回答では、院内薬局は①主たる医療に含まれるた
め、受給者証には記載していないとのことであった。
〈とるべき対応〉
　現状の申請書では、院内薬局の場合に「※院内薬局の場合は、院内と記載して
ください。」とあり、記載を求めているため、当該記載を削除又は変更をするこ
とで、申請内容と受給者証の記載内容を一致させることが望ましい。

　監査の意見を受けて、広島市自立支援医療費
（精神通院医療）支給認定において、申請内容と
受給者証の記載内容を一致させるよう、令和４年
１月に要綱を改正し、申請書の「※院内薬局の場
合は「院内」と記載してください。」の記載を削
除し、「④薬局」の項目に「（院外処方せんで利
用する場合）」を追加する様式変更を行うととも
に、支給事務の手引を改正した。
　また、受付窓口である各区福祉課には、院外処
方せんを利用する場合のみ「④薬局」欄に記載す
ることを申請者に対し案内するよう通知するとと
もに、年度当初に行っている担当者研修において
周知を図る。

　　障害者福祉に係る支援事業（自立支援医療費（精神通院医療）判定会議）
　　　（所管課：健康福祉局精神保健福祉センター相談課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

〈内容〉
　判定会議に関して、広島市が定めた判定会議開催要領によると、２名の委員で
１名を判断するとなっているが、２名の委員で実施した記録が残っていない。ま
た、自立支援医療費・障害者手帳判定会議後に作成している「自立支援医療費
（精神通院）判定結果表」には出席した委員の氏名の記載はあるが、判定結果に
対して委員の署名又は押印がない。
　担当者に押印がない理由についてヒアリングしたところ、自立支援医療費の支
給認定と精神障害者保健福祉手帳の等級判定を同一の判定会議で行っているため
に「※押印は精神保健福祉手帳交付決定伺いで実施」として、省略しているとの
回答であった。
〈とるべき対応〉
　しかしながら、「自立支援医療費（精神通院）判定結果表」についても判定会
議を開催した証拠として、署名が望ましいが押印は最低限残しておくべきであ
る。
　なお、市からは自立支援医療費（精神通院）判定結果表についても押印を行う
こととし、令和２年９月２５日の判定分から実施しているとの回答があった。

　「自立支援医療費（精神通院）判定結果表」へ
の委員の押印は、令和２年９月２５日の判定会議
分から実施しており、さらに監査の意見を受け
て、令和３年１月８日の判定会議分からは、各委
員が判定した申請者を特定できるよう「自立支援
医療費（精神通院）判定結果表」を改めた。
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　　障害者福祉に係る支援事業（自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請の不承認通知）
　　　（所管課：健康福祉局精神保健福祉センター相談課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

〈内容〉
　支給認定申請が不承認となった場合、精神保健福祉センターは申請者本人へ不
承認通知を送付するが、通知には不承認となった旨とその理由として「１自立支
援医療の対象となる疾病、障害ではないため」、「２その他の理由」が記載され
ており、１については具体的な理由を記載するようになっていない。
〈とるべき対応〉
　不承認とした判定結果の根拠（規定も含む）が示されていないため、申請者が
納得しているか疑問が残る。不承認との結論の場合には、不承認の根拠を不承認
通知に示して申請者からの理解が得られるように通知様式を変更することを検討
すべきである。
　市からは１についても、不承認の具体的な理由を記載の上、通知を行うように
変更するとの回答を得た。

　監査の意見を受けて、不承認の理由をより明確
に示すため、令和３年４月に不承認決定通知書の
様式を改め、「１自立支援医療の対象となる疾
病、障害ではないため」について理由の記載欄を
設け、具体的な不承認の理由を記載し、不承認と
した者に通知している。

職員共済組合公告

広職共公告第７号　

令和４年６月２７日　

　広島市職員共済組合定款第５条及び第３６条の規定により、令

和３年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広 島 市 職 員 共 済 組 合　

理事長　　荒神原　政　司　

１　短期経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

3,143 流動負債
固定負債
剰余金

百万円
41

522
2,580

資産合計 3,143 負債・資本合計 3,143

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
繰入金
次年度繰越支払準
備金

百万円
7,171

6
523

経常収益

前年度繰越支払準
備金
特別利益
当期損失金

百万円
7,033

482

2
183

合　計 7,700 合　計 7,700

２　厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1,350 流動負債
百万円

1,350

資産合計 1,350 負債・資本合計 1,350

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
18,242 経常収益

百万円
18,242

合　計 18,242 合　計 18,242

３　退職等年金経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

90 流動負債
百万円

90

資産合計 90 負債・資本合計 90

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

1,159 経常収益
百万円

1,159

合　計 1,159 合　計 1,159

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1 流動負債
百万円

1

資産合計 1 負債・資本合計 1

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

80 経常収益
百万円

80

４　経過的長期経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在
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合　計 80 合　計 80

５　退職等年金預託金管理経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
25

355
固定負債

百万円
380

資産合計 380 負債・資本合計 380

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円

4 経常収益
百万円

4

合　計 4 合　計 4

６　業務経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
71
0

流動負債

剰余金

百万円
9

62

資産合計 71 負債・資本合計 71

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
当期利益金

百万円
84
8

経常収益
繰入金

百万円
86
6

合　計 92 合　計 92

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
536

1
流動負債

剰余金

百万円
94

443

資産合計 537 負債・資本合計 537

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

百万円 百万円

７　保健経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

経常費用 355 経常収益
特別利益
当期損失金

315
0

40

合　計 355 合　計 355

８　貸付経理

貸借対照表の要旨

令和４年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
800

1,521
流動負債
固定負債
剰余金

百万円
2

355
1,964

資産合計 2,321 負債・資本合計 2,321

損益計算書の要旨

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
18
0
2

経常収益

当期損失金

百万円
20

0

合　計 20 合　計 20
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